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　東京オリンピック・パラリンピック開催まで1年となった7月下旬、首都高の通行規制や企業の
時差出勤など、開催時を想定したさまざまな社会実験が行われていた。来年は五輪日程に合わせ
た休日変更もあり、7月23日からの4連休も予定されている。円滑な大会運営が「錦の御旗」に
掲げられ、社会一般の協力体制を当然とする風潮が、21世紀の先進国における出来事として腑に
落ちないのは私だけだろうか。首都高の交通規制は一般道の大渋滞を招来し、バスの運行や配送
業者等に大幅な遅延を発生させることとなった。社会経済活動を支える人々や国民の日常生活に
負担を強いてまで行われる五輪は、時代錯誤に思えてならない。ポスト東京五輪の都市問題も指
摘される今日、各方面への配慮を欠くことなく、未来につながる視点から今後の準備が進められ
ることを切に願っている。　
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（谷本有美子）

巻頭言
　第20回自治研センター総会記念フォーラム「人口急増時代から減少期へ」を聞いた。
現場で働く人たちのデータ解析と実証・実体験に基づく素晴らしい報告で感動した。
　だが、人口減少と高齢化が提起する本当の問題は、その背後で共進する産業構造
の転換、というより産業「空洞化」にあると言っていい。1950年代後半、日本社会は、
重化学工業化による高度成長期に入り、神奈川県にはその心臓部である京浜工業地
帯が展開した。横浜や川崎の郊外は、京浜工業地帯で働く全国から集まった工場労
働者や技術者とその家族が住む住宅地となり、人口は急増する。
　1970年代初め、ドル・オイルの両ショックに見舞われるが、電子技術（ME）導
入によって産業構造転換（「軽薄短小」化）に成功、日本的経営に支えられ80年代
初頭自動車生産世界一、電子・電気機器では世界市場を席捲する等、Japan as No.1 
に上り詰めた。だが、産業「空洞化」に苦しむアメリカとの間で貿易摩擦が激化、
85年プラザ合意で円の対ドルレートが50%も切り上げられ、輸出競争力は急落。生
産の韓国・台湾への移転が始まる。
　冷戦が終結しバブルがはじけた90年代初頭、中国・インドがより一層の改革・開
放路線に転じ、盟主アメリカは経済再建政策に舵を切る。IT革命（インターネット
の商用利用開始）と第二次円高（1＄＝80円超）により生産の海外（中国）移転が本
格化し、京浜工業地帯の「空洞化」は一挙に進んだ。さらに、2000年代デジタル
（DX）化の進展と共に競争力を喪失した日本企業の凋落が始まる。半導体・液晶・
スマホ・AI・5Gと先端技術製品の主導権を次々に韓国・台湾・中国企業に奪われ、
IT革命を主導するプラットフォームは、米GAFA・中BATHに独占され、日本企業
はIT機器の部品供給下請けの位置に成り下がる。
　1989年（平成元年）世界企業トップ10には日本企業7社が名を連ね、産業競争力
はダントツの1位であった。それが30年後の2018年、30位に転落する。世界企業トッ
プ10にはもちろん、上位50社に入るのはトヨタ1社のみという惨状である。平成の
30年は、実に日本産業（重化学工業）凋落と、京浜工業地帯「空洞化」の30年であった。
　現在、神奈川県人口の微増を支えている横浜市臨海部や武蔵小杉に林立するタワー
マンションは、大半が工場跡地の再開発によるものであり、いわば京浜工業地帯「空
洞化」のシンボルに他ならない。そこに住む新住民は、東京都心に立地するIT企業
や金融、外資系コンサル会社で働くニューリッチだが、彼らも10年先の保証はない
不安定就業者である。
　2018年8月、経産省が「DXレポート」を出した。内容は「2025年日本企業の大
半のシステムは経年劣化し世界で通用しなくなる」という警告である。先進・新興
諸国企業のシステムは、90年代IT革命に合わせリニューアルしたが、長期不況下の
日本企業は旧システムの継ぎはぎ改良でしのいできた。今やIT予算の90%が補修費
で、このままでは落伍する。以来、システム転換は至上命令となり、ITセミナーや
展示会はどこも超満員の盛況である。
　一方、地方自治体の実態はどうか。1700ものばらばらのシステムで運営されてい
るにもかかわらず、危機感すらない状態にありはしないか。工場（安定雇用）減と
人口（若年労働者）減が税収を減らす一方で、高齢者増、経年劣化する設備・イン
フラは支出を増やす。こうした事態に、少ない自治体職員でどう対処するのか。自
治体のシステム転換は、民間企業に劣らず急務なのである。ビッグデータ分析の前に、
ビッグデータを収集・処理・利用可能にする新システムへの転換が求められている。
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（  
【編集部より：6月号の訂正とお詫び】
　月報6月号で巻頭言執筆をいただいた小泉親昂さんの肩書部分（団体名）で一部記載を
欠落し、「特定非営利法人あゆみの会代表理事」〈誤記載〉と表記していました。
　正しくは「特定非営利活動法人あゆみの会代表理事」です。
　関係の皆様にお詫び申し上げるとともに訂正いたします。
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2019 年 6 月 1 日藤沢商工会館ミナパークにおいて第 55 回地方自治研究神奈川集会が開催され、

認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長の山田不二子氏より「子どもの虐待を防げ～

わたしたちにできることは～」をテーマに講演をいただいた。以下は、当日の講演をもとに編集部

において原稿を作成したものである。 
 

 

はじめに  

 
虐待を受けて育った子どもが親になったと

きに、また子どもを虐待してしまうという現

象を「世代間伝達」と呼んだりするんですけ

れども、この世代間伝達を絶つということが

虐待を減らすのに非常に重要なわけですね。 
英国や米国の児童虐待は、通告件数は上が

ったり下がったりしていますが、虐待を受け

た子どもの実数は減ってきているんです。英

国や米国が虐待に気付いたのは、日本より

30～40 年も早く、まだ経済成長の波があっ

て予算も人材も投資もできる、そういった状

況の中で子どもへのケアを 30 年にわたって

頑張った。英国や米国では、一世代を育て上

げたことによって、世代間伝達を相当な確率

で切ったために被虐待児を減らすことができ

ています。 
一方、米国や英国をならっている日本では、

児童虐待がまだうなぎのぼりの状況があるわ

けですね。日本は発見が遅れてしまって、少

子高齢化でどうしても高齢化の方を先に手を

つけなければいけないという現状があって、

少子化対策が後手に回った。虐待を防げば子

どもの人口が増える、というような単純な問

題ではないですけれども、子どもの虐待防止

は非常に特殊な事例に対する施策ではなく、

少子化とか人口減少社会といったものとも強

く関連しているということを意識しながら、

施策をどう展開していくかということでお聞

きいただければと思います。 
 

１．虐待とは 

 
(1)法の定義と現実との矛盾 

 児童虐待防止法は 2000 年にできたんです

が、法律の「児童虐待」という言葉と、われ

われ医療者が言う「虐待」とではだいぶ範疇

第 55 回地方自治研究神奈川集会全体集会講演（2019 年 6 月 1 日） 

 

子どもの虐待を防げ 

～わたしたちにできることは～ 

 

認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長 山田 不二子 
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が うんですよね。定 をお する にこん

な例を しても のことやらお分かりになら

ないかもしれま んけれども、日本の児童虐

待防止法だと、例えば、き うだい間で

被 があったりすると「 者の ク

ト」に定 されるんです 。 
お ち んに イ されて、 さんが

をして、例えば 14 で ち んを まし

たという 、この子 は 成年ですの

で、 まれてきた ち んは に当たる

人が親 者というかたちになるわけです。そ

の親 者 の 親 の意思のもとに、その

ち んは 児 に される。 方で、お

ち んが に イ したという事 が発

しているにも関わら 、児童虐待防止法では

クトの範疇だから、 ち んの親 者

である 、つまり ち んを ん っ

た の子 の 親の をするのが対策

である、というかたちになります。 な

イ をしたお ち んへの とか、被 に

った さんへのケアというのがすっかり

けてしまう。とても のある対 がなされ

ているというのが現実ということですね。 
 ですから、定 は重要ですけれども、定

とか法律とかにあまりとらわれ に、被 を

受けている子ども、また をしてしまった

子どもや親たちのケアをどうするのかという、

一人 とりの人 の問題として対 するとい

うことをお いしたいなと思っています。 
 
(2)子 の 不 とは  

Child Maltreatment = Child Abuse & 
Neglect 
 ま 、実 な虐待をどう見ていくかとい

うお から めます。英 では、Child 
Maltreatment と言いますが、これを日本

で「不 切な 育」と してしまった。その

ために、 な 育があって、 な虐待や

クトがあって、その ー ーンの中

間 なとこ を Child Maltreatment と言う

と。これは も め一 も、 によ

っては医療者もそう思い んでいるとこ が

ある。けれど、 の Child Maltreatment
というのは虐待と クトを んだ、

Child Abuse & Neglect という 4 つの単 で、

それをまとめた にしまし うと作られた

言葉なんですね。Treatment というのは

切に うということで、そこに Mal という

のが付くと「 い」という意 が付 される

んですね。子どもに対して い いというこ

とで Child Maltreatment です。 
すなわち、その中 は虐待と クトを

します。Abuse は「 」ですが、子ど

もは ないので と さ 、虐待と

したのですが、子どもに対して った い方、

してはいけないことをすることはす て

Abuse になる。それから Neglect という言

葉はもともと「 ち上げないこと」という意

いの言葉ですけれど、「 する」とか

「 る」という意 になっている。児童虐待

防止の定 にとらわれてしまうと見 としが

こるので、子どもにしてあげなければいけ

ないことをしないときには、す て Child 
Neglect であるという うに、 い で

えていただきたいということですね。 
クトの スクファク ー 

もう 1 つ、Neglect を とか 育の

とか と言ってしまうと、わ と子どもを

世 しないことを Neglect と呼ぶという意

いになってしまいがちです。けれども、実

の クト に対 して ると、お

さんもお さんも子どもを しようとか、

わ と 育を っているとか、そういうわけ

ではないんです。子どもを している人も

いないとは言いま んけれども、それは少数

で、 とんどの クトはその が

であるとか、親 さんに 神 や

があるとか、 の中で DV があって、な
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かなかお さんが 育 を発 できないとか、

そういう 題がある。それを スクファク

ーと言ったりしますけれども、 スクを え

ているために意 、 気はないけれども

として子どもへの 育が不 分になって

いるという の うが なんですね。 
いわ る「 ミ 」で している子ど

もたちがいるんですが、 ミ で して

いる子どもたちのとこ へ 問に って

ると、お さんもお さんも子どもを

がっているんです。けれども、お は

ミに まれている。だからお に らない。

も ミ になっている。だから も

しない。 も の のまま にな

るまで る。 が わると のお を

うけれども、またそれを の のままでい

る。 チンは れていて えないから 事

は ン で ってきて、 わった ミ

はまた の中に 上げられていく。それで

も親子はとても くて一 にテ ー

をやっているわけですね。ただ、 は

で成り っていて、子どもは にも

育 にも にも っていない。 
確かに親子は がいいし、 かに育ま

れているかもしれないけれども、そこで育っ

た子どもが、15 になって自 するのは

理という状況なわけです。そういう に育

っている子どもを社会が してきたという

問題があって、もうち っと クトに対

しての を上げていかないといけない。 
Child Maltreatment は、Children’s Well-

being に相対する言葉だという え方もあり

ます。Well-being という言葉も の分

ではだいぶ がってきましたけれども、

は「 な状 」です。 の や

の や人 が されている状 を言いま

す。 気の子どもも Well-being が され

ていますし、子どもの Well-being が さ

れる原 は ですが、その中でも親の

育が原 で子どもの人 や

に が こっていれば、それは虐待と な

していくというような え方が 事です。 
 

( )日 の 虐待 法 の定義と現実 

児童虐待にあたる  
日本の児童虐待防止法の児童虐待にあたる

を見ていくと、 虐待は「児童の

に が 、または るおそれのある

を えること」です。 と 虐待

はどう うのかというと、 国会で 中の

児童虐待防止法にはしつけとしての

止が り まれていますが、 というの

は が ないような への を

える です 編集部 児童虐待防止

法は 6 月 19 日 本会 で 成 。 
例えば、 をパチンと くとかお を チ

ンとやるとか、それで をしてしまう子は

ま いないわけですけれども、そういうのも

にはなる。また、 はまったくしない

けれども の状 で 間も ら っ な

しにするとか、 し れに めるとか、

はしないけれども、子どもにとっては

い経 。そういったものが で、 虐

待とイ ールではないです。 虐待はそ

の中でも が るおそれ、もしくは

たものを すということです。 
そして 虐待については、 者が「児童

にわい つな をすること」、また「児童

をしてわい つな をさ ること」という

のが定 で、 者が 者のときしか 虐

待と言わないんですよね。さき どお した

ように、き うだいが のき うだいに対し

て をしたのは 者の クトにな

ってしまうという、非常に した定 が成

しているのが日本です。 
クトの定 と現実 

そして 3 つ が クトですが、「児

童の の 常な発達を げるような しい
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減 」については、こういう被 を受けてい

る子がいっ いいる。 や 、 育

で 長 重を ると、本 、子どもは 上

がりで 長も 重も ていくは ですけれ

ども、 重の が いとか、 によって

は 長も なくなってしまっているという

ような子どもたちもいます。 
もっと いと な 重減少を こします。

年 3 月 2 日に で が見つかった

あ ち んは、 川 の 通 か

ら の に っ してきたんですね。一

年の 12 月 で である 親は に

ていて、年が けた 1 月 ばから下

りに、 ち んとお さんと下のお子さん

の 3 人がお さんを いかけて に た。

ち んは 通 で医療 関に っとか

かっていて、1 月 4 日に 重チ クを受け 
た では 16.6 ありました。5 11 月

の ち んが 3 月 2 日に として発見

された の 重は 12.2 、 2 月で 4.4 
の 重減少です。 は、 を

られて を こし、 を されたこ

とによる ですけれども、 重減少によ

って を めて 下さ られてしまった

ということが を いたわけですね。 
また「長 間の 」も クトになり

ます。 の国だと自分で自分の を確 で

きないような 年齢児を、子どもだけで

さ たら、それが 間であっても ク

トです。 の不 き きという の

もとに、 を している に きな事 に

き まれたというのは クトの にな

るわけですが、日本では長 間 しないと

クトにならない。この りでも、児童

虐待防止法の定 というのは非常に問題があ

るという認識を っていただければと思いま

す。 
それから、「 者以 の 人による」

「 虐待、 虐待、また 理 虐待に

げる と の 」を 者が した

、それは 者の クトという、と

いう うに定 されています。 
ここで「 者以 の 人」によると

定される 虐待は、特に 子 や 子

の 者のパートナーによるものです。日本

では、 に 子 の うが いので、

例は 子 のお さんの ーイフ ン

ドが しているときです。そこに 関

が成 していない 、お さんの ーイフ

ンドが 子 の子どもに対し 虐待

や 虐待や 理 虐待を うことをお さん

が したら、お さんの クトです。 
人がママの ーイフ ンドというのは、

英 でも「ママ ーイフ ンド」と言っ

て、虐待の 者として に がる テ

ーですけれども、ママ ーイフ ンドが

やった虐待はママの クトと定 される

ために、 人は とんど を受けない。

そしてその 人を ント ールしなかった

ママがいけないという になる。 
 

 ( ) 理 虐待 

 理 虐待は「児童に対する しい 言ま

たは しい 絶 な対 」。 も えてい

ないし、 なケアを ったらかしている

わけではないけれども、子どもに対して 理

なケアが不 分であったり、 ったり、

したり、き うだい をしたり、「お

なんか まなき よかった」とか「 まれて

こなき よかった」とか人 や人 を 定す

るような 言を く、そういったことです。 
もう 1 つは「児童が する におけ

る 者に対する 」。すなわち DV です

ね。DV が することが児童虐待、 理

虐待にあたるということです。DV の 者

も被 者も 子どもに を えたり、子

どもを ったらかしているわけではないけれ

ども、その しい を子どもに見 た
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り、聞か たりすることは 理 虐待にあた

るよというものです。 
 
(5) と 虐待との  

DV の 者が子どもに対しても虐待する。

さんも る、子どもも る、ということで

すね。DV と児童虐待が しやすいという

ことは、この分 の関 者にはだいぶ し

てきて、 んなよく っていることでした。 
けれども日本の DV 対 は、

社会の問題として、 相 という で っ

てきましたから、DV 対 と子どもへの虐待

対 については、 であれば要 児童

対策地 会の中に一 相 の

人相 が っていますけれども、なか

なか連 が にいかない。 問題と DV 対

策がかなり のあるとこ に されてし

まったということも、 不 に ら てい

る 1 つの要 かなと思いますね。 
 DV と がどう うかといったら、

は お さんが し、あるとき

はお さんが して、 の発 になる人

が れ うわけですね。 した 関 の

中で こってくるのが です。一方、

DV というのは に 者と被 者が 定

化しています。あるときはものす く しい

関 なんだけれども、 わ わと りが っ

て、 んの なことがきっかけになって

発して、相手が からがらという になる。

これが DV なわけです。 
DV 被 者というのは、本 者に対し

て けなければいけない りを 者に け

る がなくなっち うんですね。そんなこと

をしたら自分の が われてしまうわけです

から、どうするかというと に すると

か、アル ールに するとか、 になって

しまうとか、 がそうなるわけではないで

すけれども、そういう状 になって子どもが

育できない。もしくは、DV 者にぶつ

ける き りを子どもにぶつけてしまう。

DV 被 者が子どもに対して虐待 クト

の 者になってしまうというケースもあっ

て、DV と児童虐待というのは非常に し

やすい。 
1 月 24 日に 葉 田 で あ ち

んという 10 の の子が くなりました。

ち んの 者は実 ですが、お さん

がお さんに対して DV を っていたがため

に、お さんは ち んを 分に れない

状況にあった。子どもを らなかったからと

いうことで は、 者 で

され されています 編集部 6 月

26 日の 葉地 は、 2 年 予 5

年。 。 れないという実 を に、

ただ だけで DV の被 者を め てて

たとこ で子どもが えるわけではないの

ではないかと。もち ん、お さんにも

の一 があることは認めますし、 が

ち んの をお なりにしたことは れもな

い事実ですけれども、だからといってお さ

んを めてもあの子を えたかどうかは分か

らない。 
DV を見つけて、そこに子どもがいるなら

ば、子どもが らかのかたちで虐待を受けて

いるのではないかという を つ 要があ

る。 に子どもが虐待を受けている、

クトを受けているのであれば、その 親の間

には、パートナーであ うと 関 があ

うと DV があるのではないかという を

つ 要があります。 
 
． 虐待の  

 

(1)  

日本では 1990 成 2 年から児童虐待

の を り めました。 国では通常、

児童虐待 は通告が 算 になりますけれ

ど、日本の児童虐待 は相 対 件数にな

子どもの虐待を防げ　5
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っています。 相 、 育相 、 相 、

非 相 、育成相 などがあって、そこで虐

待相 に分 されたものを相 対 件数とし

て を しています。通告が 算 になら

ない をとっているから、あまり 確な

ではない。 
を り めたときの児童相 数は

国に 170 後で、たった 1,101 件しか児童

虐待に相 分 されていなかった。それが

2000 年 成 12 年に児童虐待防止法がで

き、その後はうなぎのぼりで通告が増え、通

告が増えれば に相 対 件数も増えて

いるというわけで、2017 成 29 年には

13 件を えました。非常に な状況に

なって、児童相 の数も、児童 の

数も増えてきていますけれども、それよりも

対 件数がめち めち 増えたので、ケース

が重くなって い状況になってきました。 
また、2004 成 16 年の で

が通告を受けるようになって、2005 成

17 年 にはいきなり 4 件を しました。

も通告を るようになっただけで、児

童相 の通告と単純に 算すると 増して

いる。現実には重 ケースがありますから、

に 増というわけではないですけれども、

口を増やしただけでこれだけ見つかるよう

になった。ということは、対策を めればま

だまだ り こ るだ うということです。 
 
(2)  

 分 を見ると、 虐待が 1 4、
クトが 1 5 で、 理 虐待が 1 2

と日本の きな特 として 理 虐待がす

く い。さっきの定 でお した通り、 理

虐待の 7 は「 DV」です。 
それに して、非常に 虐待が少ない。米

国の ー と 2016 年で して ると、米

国は通告 410 件ですが、子どもの数とし

ては 350 人と言われています。この 350

人のうち、虐待や クトが された

子どもというのが 67 6,000 人です。 
日本は通告の確 が非常に高いので、通告

されると ぼ虐待認定をされています。児童

相 で、2016 年の日本の児童虐待は

12 件を えているわけですが、米国の人

口は日本の 2.5 ですから、これを米国の

人口で 算すると 30 人ですよね。米国

で されたのは 67 人ですから、日本

は米国に ると 1 2 の確率で虐待が見つ

かっているということになります。米国は

410 件も通告があるからおかしな国で、日

本はまともな国だという をされることが

ありますけれども、実 に虐待認定をされて

いる子どもの数を すれば 1 2 というこ

とで、日本は して虐待や クトの少な

い国ではありま ん。それに、 虐待の数は

米国と 7～8 の があり、これから日本は

虐待対 をどうするかということが非常に

きな 題になると思います。 
 
( ) 虐待  

 者は、2016 成 28 年 の児童相

の で見るとお さんが 数 くを

めるわけですね。お さんが 4 です。

これを の 成 30 年 、 と

国の が児童虐待事件として した数で

見ると 1,380 件です。その中で、 として

のある 虐待が たる ですが、

15 以上を 虐待が めているんですね。

先 どの児童相 だと 1.2 しかなか

った 虐待が、 されているものだと 15
～16 となって、 虐待は が高い。 

者を見て ると、児童相 では

数 くを めている実 が、 が す

るような重 な児童虐待事件になると 1 4
に減るんですよね。その代わり実 が 4 、

そして の がらない が 2 、ママ

ーイフ ンドという の が 9
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らいで、 ぼ 3 4 は が 者です。 
 このように、重 な事件となるような児童

虐待は の問題であるにもかかわら 、

のケアがなされていない。 親のケアがな

されていないというのが日本の虐待対 の 1
つの きな です。先 どの ち んの

にし 、 ち んの実 にし 、虐待

をしていることは、以 から認識されていま

した。それなのに、一 として虐待はお

さんの問題だという うに認 されていて、

者に もしてこなかった。重 な虐待を

こしやすいお さんに対するケアが し

ているというのが日本の実 です。 
 
( ) の年  

被 児は、 中も を っていますので

中を いて、純 な虐待 クトで

くなった子どもの 14 年間の を見る

と、0 のように自分で自分の を ること

ができない子どもは くなりやすいので 数

くを める。3 まで えると 8 です。

まれて 4 年以 の子どもは自分で自分の

を ることは しいので、 を われや

すいということですね。 
 

． 事 る 子

と の  

 

(1) し と 0日 の  

、社会 に問題となっているのが「0 日

」という としの問題です。神奈川

でも 3 年 らい に、見つかったとき

は高 2 年 の 6 月でしたが、中 が

で の高 に っていた の ルで

して、高 1 年の 2 月に とした

ち んを めていたという事件が発 しま

したね。 とした後、 ったらかしたた

めに んでしまったということなので、 人

にはならなかった。それで になっ

て、特に はされていま ん。その に

で こった高 3 年 の ルが、

んだ の子と ーイフ ンドが ち んの

口の中に ー を っ んで しち ったと

いう事件があったんですが、そちらはその子

たち 2 人とも少年 に きました。 
 どちらの の子たちも、 ぼ がくる日

まで高 に通っていました。事件が こった

とき、 トの き では「自分の子ども

が してお が きくなっているのに、な

んで ち んを んだ高 の 親は気付か

なかったんだ」と、 ち んの がな

られていました。でも思 の子どもは、

通はお さん、お さんとできるだけ れよ

うとする をするわけですから、 子が

で親と しないようにしている高 がい

ても、まさか を して部 に こもっ

ているなんていうことは思いもよらない。見

してしまって、気付かないまま が子ども

を んでしまう事 になることが いです。 
 一方、子どもは にいると 親に見つかっ

てしまう スクが高いので、頑張って に

きます。だから では になって、「あ

の子、もしかして」と とか の先

は気付く。けれども、「あれだけお が き

いから、お さんやお さんが気付かないわ

けはない」と 言に する。ということで、

あの子たちは 代に からも手を し

られ 、1 人 に えるということが

こって、その 、 として「0 日

」という現象になっているんですね。 
ただ「0 日 」は、数 ではテ ーン

イジャーは 3 しかいま ん。 し 成人

に い現象です。 子手 が発 されていな

い。 子手 が発 されなければ が

れま んから、 にも かないという

ことです。それでも で医療 関

に てさえくれれば、 ち んを きた状

で 児 に れるなり、 親さんに かって
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もらうなり、特 子 に し という

ことができるわけですが、自 や トイ

で とされてしまえば ち んの が

われるということですね。 としをし

てしまう人が 1 人いるということは、その

スクを えている人は もいるは なん

です。その人たちが ち んを してしまう

ということを こさないために、 さんに

対して特 なケアをしていくという 要があ

ります。 
 

(2)人 とし の  

神奈川 としてもう少し を れなき い

けないと思うのは 育です。日本では一

年、 法が されて、 者 、

者わい つ ができました。そのときに、

現 13 とされている 意年齢を、15
16 に き上げられないかという も

あったんですが、 として中 が

のもとに クスすることを にはでき

ないからといって、 意年齢は 13 に

え くということになりました。 
すなわち、13 の子どもについては、

がなくても強 や強 わい

つ が成 しますけれども、被 者が 13
以上のときには が われない り、

強 も強 わい つ も成 しない。

ということで、13 には 法上 クスを

していいという、先 国とは思えないような

定になっている。もっと言えば、

親 が 止されていま んから、18
は 者 になりますけれど、18
を えたら、 意があれば 親が実の を

しても わない。19 の が 親に

イ をされたのに、 親に が ると

いうことが実 に こっているわけです。 
ここで言いたいのは、13 が 意年

齢であるなら 13 は クスをしていいと

国 は認めているわけだから、だったら

育をしなき ということです。中 で

は を えてはいけないという

要 になっている。そのために子どもたちは、

の やいかがわしい本で った に っ

て、 に して、 としのような事

件が こったりしているわけですから、この

をどうするのかということですね。 
 育というのは人 育です。日本の

、人 育は 者の人 をどう るかとい

うことで、これももち ん 事だけれども、

自 の人 をどう るかという研究や が

とんどなされていない。自分の人 をどう

るか、もしくは非常に な人の人 をど

う るか。そういったことも 育の中では

非常に きな ージになりますので、こ

こをもう一 きちんとやっていくということ

が重要なのではないかと思います。 
 
( ) 定  

テ ーン イジャー の かにも、 神

や を つ さんとか、非常に

の状 にある さんたちも めて、児

童虐待の イ スクの さんのことを特定

と言います。これは予防 な が非常

に重要になります。 
また、要 児童や イ スク もまだ

虐待が こっていないので通告の対象ではな

いのですが、児童 法の 2016 成 28
年 で、 は 化されました。

子 当や の さんたちは、

法律に 定される から児童虐待予防には

分 を いでくれてはいましたけれども、

長さんが「 子 法に虐待予防が ってい

ないから止め 」とか、「 意のとれていな

い は っておけ」と言って、特定

や要 児童に もできなかったというこ

とも にしました。 が

化されましたので、特定 や要 児童に

対しては例え 意が れていなくても、その
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を受けた は、 を しな

ければいけないという に きく わっ

たということです。 
児童虐待対 というのは、 人 が

事か、子どもの が 事か、 も めぎ

あっていて、子どもの に関わらなければ、

人 を るとなりがちですが、ここが

しつつあるとの意識を っていただくと、

の も わってくるかと思いますね。

の「こんにちは ち ん事 」

児 問事 も、アド イ ーさんが、

ち んの まれた に って の ー

スのパンフ トを手 してくるだけで、

ち んの を見 に ってくる たいに

化してしまっているというのも実 です。

「こんにちは ち ん事 」は、 虐待予

防として まった事 ですので、その子が虐

待の スクを えることになるかもしれない

という や、お さんが 後 を発 して

いないかどうかをしっかり見ていっていただ

きたいと思います。 
 
． に め る  

 

(1) の と の義  

 児童虐待の発見 については、児童虐待

防止法第 5 に「 、児童 施 、

」や「 の 、児童 施 の 、

医 、 医 、 、 、 、

」の か「児童の に 上関 の

ある者」は、「児童虐待を発見しやすい

にあることを自 し、児童虐待の早 発見に

めなければならない。」と、これらの人

には、早 発見に一 より重い があ

ることが いてあります。 
そしてその 「児童虐待を受けたと思わ

れる いのある子どもを見つけた は、そ

の児童を発見した者」は、「 やかに、これ

を 、 の する 事

しくは児童相 は児童 を して

、 の する 事 しくは

児童相 に通告しなければならない。」と、

や児童相 に虐待を受けたと思われ

る児童を通告しなければならないということ

です。通告は、親を する ではないん

ですね。ここに ってあげなければいけない

子どもがいます、虐待、 クトを受けて、

われわれが す き子どもがここにいます、

ということを児童相 や に連 する

が通告です。 
 
(2) の ス ント の  

 児童相 や で、どんなに な通

告であっても、す てに対し ル なと

こ は していいという がありますが、

いまだに「われわれのとこ に言って、 し

というんだ」ということを、医療 関や

に言ってしまう や児童相 が

するのは、かなり かわしいですね。子ども

のことが で、 があるのを り

えて一 に をかけてきてくれるの

に、その相手に対してな るようなことを言

うはあり ないです。この りは気 ちを

れ えてもらいたいですね。 
通告で 事なのは「と思われる」なので、

いがあったら通告しなければならない、と

いうのが日本の法律です。ですから、通告が

あったものはす て ル で受ける。

さな通告であってもそれが り される、あ

ちこちから ような が ってくる、と

いったら例え が であっても、その子

が虐待を受けている が高くなります。 
 ち んの件が通告されたきっかけは、

のい めのアンケートに「お さんに

を るわれています。 中に こされたり

たされたりします。先 とかなりま ん

か」と いたことですね。それを んだ

の先 は っくり して、 き りをして、

子どもの虐待を防げ　9
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どんな があるかということも聞いてくれ

ています。だから通告をしたわけですが、受

けた児童相 が、 に認 される

はア が 1 しかないから と した。 
ア がいっ いあるとか、非常に重 な

ケドをしているとか、 があるといったら

んなこれ重 だと思いますよね。虐待重

だと思います。でも が だから虐待が

だということにはならない。これは

しも真理ではなくて、 が でも虐待は

重 ということはいくらでもあるんです。 
 例えば、 い 者は を こさないよ

うな虐待をします。 ち ん、 ち ん

方に 通していた虐待は、 で を

さ る。 を たばかりのときに見

つければ、 し し になっているから

事が こったか気付くかもしれないけれど、

ア なんか 1 つもできるは ないです。

い中にお で ん ん をかけられ

たら、子どもはめち めち いです。 の

を るでし う。 がない、もしく

は が であるということと虐待が

であるということは一 しない。それにも関

わら 児相は、ア が 1 しかなかったか

ら虐待 と しているんですね。 
これが の ンの け いです。

の先 が聞き った の をきちんとア

ス ントをしていれば、 親に っつかれ

たから するなんてことはしないは です。

ましてあの子はお さんに ンを がされ

て、パン も げたとお医者さんに した。

そのお医者さんは PTSD の の とし

て、 虐待だけではなくて、 虐待も重

くのしかかっているということを に

いてくれているわけです。だから に すな

という をされたのに、その が た

2 間後に が されている。 
こういうことが こってしまっているので、

通告を受理するだけではなく、ア ス ント

の をつけていくということが、虐待に関わ

る の きな 事ですね。 、人 を増や

そうといって児童 増 が られてい

ますけれども、 を たてで、社会

や 神 資 を ったばかりの現

経 のない 人がいっ い ってきたら、そ

の人たちを育てるのに人材が われる。その

しわ は子どもにいくわけですから、どう

するかですよね。ケース を減らすのに人

数を増やすことは 事だけれども、 人を増

やしたら現 は どこ か、 しますね。

この問題は、自治 の の見 だと思い

ますが、人数を増やすには、児童相 経

があったけれど の に っているとか、

中 したとかある 現 を分かってい

る人を する以 、現実 ではないなと

思います。 
 

．  の と

に る 理  

 

(1) わ た 理 認  

たちは、あってはいけないことを って

しまったときには「 認」という方法を っ

て、自分を うとします。虐待というのは

一 子どもを 切にしなき いけない が

子どもに を えたり、 ったらかしてい

たり、本 あってはならないことですから、

われわれは「きっと特 だ」とか、「 で

か事 があって、そのときだけ こったこ

とだ」といって、 認をしてしまえば つか

なくて済 ます。見 してもらえた親も

ーかもしれま ん。けれども、見 された

子どもにはたまらない です。 
認をしない を さんの中に育ててもら

うのは、なかなか しい。ですから、ま

認している自分に気付いて しい。「あのお

さんは代 だし」とか、「あのお さん

はお医者さんだし」とか、「いつも 会に

10　自治研かながわ月報 2019年8月号（No.179）
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て を回して子どもたちのことを

がっているのに」とか、虐待を 定したくな

るような を さんいっ い っているか

もしれないけれども、例え虐待を 定す き

が 100 あったとしても、1000 あったと

しても、虐待を う が 1 あったら通

告をしなければいけないわけです。 
 
(2) わ た 理 こと の

 

人間がつく対人関 ー スのお 事で

うことを にしている 事というのは、

と らいですよね。あの人たちは人を

見たら 人だと思えと 育されているから、

す て ってかかる。でも、それ以 の対人

ー スは 育でも、 でも、医療、 、

理でも、 本 に に って「 ば

分かる」という の中で ー スを

しているわけです。そうすると 者は人を

うということに対し、どうしても を

ってしまう。 
けれども親子という一 な関 で こ

っているのが虐待ですので、子どもを う

、親が 者ではないかということを わ

ないことには い ないわけですね。親を

うことに を るのはよく分かります

けれども、それよりもより人 の い、

の い子どもの うを 先して るというの

が、この Child First と英 で言う子ども第

一の原 です。 
 

( )子 第 の る 

日本は子ども第一の原 が児童 法に

っていま んでした。児童 法は、 者

を することで子どもを りまし うとい

う で 後 70 年 いていました。日本

の児童 の ー ャル ークは、 者

が第一に重要 されていて、 者を

すれば 子どもは くなる、というパ

イ で 事をしてきたわけです。 
でも虐待は親が子どもの人 を してい

る ですから、いくら親と くなっても

子どもは を われてしまうということが

こる。例えば、 ち んが 川 から

川児童相 に ったとき、 川児相は

1 回 問をしましたが、お さんが 川

児相で な思いをしたから児相には関わって

しくないと、 ち んに会わ なかった

んですね。「会わ てくれない スクが重

い」と えるのが 通だと思うけれども、

川児相はお さんとの関 をま 作って、そ

れで子どもの を確認して を ってい

くという方 を てたわけです。それで 2
月 20 日の 会のときに ち ん

を見つけようという作 に た。そうしたら

そこにお さんは現れたけれど、 ち ん

は なかった。それで「どうしよう」となっ

てしまった。2 月 22 日には、 通 で医

療ケアをしていた が、「非常に な子

どもだからす に を確認して しい」と

の 川児相に しているんです。 
医療 関から連 があったその日に

問して、 でも 日に ち り して、

それも だったらその 日にでも

していれば、 までに 10 日あったから、

あの子は えたんです。でも児相は親との関

を することしか えていなかった。

ち んは す す見 てられたんです。そ

ういう社会の 者が虐待の 児たちだと

いうことです。 
2016 成 28 年の児童 法 で第

2 に「児童の の を しなければ

ならない」という がやっと ったんです。

者を するのではなく、ま 子どもを

第一 なク イアントとして見ていくとい

うことが 定された。けれども、まだこれが

児童相 や の まで してい

ないというのが現状です。親と子どもの人

子どもの虐待を防げ　11
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対 が こっている、親 の が こって

いるのが虐待ですので、親の人 よりも い

子どもの人 を 先にする、という で

関わってもらいたいなと思います。 
 
( )子 と は  

親を ち わ てしまったら、被 者だと

しても子どもが真実を れるわけがないです

よね。親のいるとこ で子どもから を聞く

と、だいたい親が口 ししてくる。親は「虐

待なんか なくてただの事 なんですよ」

という をするわけです。 の で親が を

ついているのを見た子どもが「 ママはああ

言ったけれども、本当はパパが いたんだ

よ」なんて言えるは がない。ですので、親

の言い分を絶対子どもに聞か ない。子ども

と親は に をすることです。 
 に したとしても、親は例えば「

から 育 に くけれども、 育 さんの先

に聞かれたら自分で んだって言いなさい

よ」 たいな を子どもに え んでそれを

ら る。これはス ー の世 とは う意

で「 ーチン 」と言います。ありもしな

いこと、事実でないことを子どもにお する

ように けることです。そうすると、子ど

もが手を していて、お さんと部 を

にして「どうしたの」と子どもに聞いても、

子どもはお さんに言われた通り「 んだ」

と言うわけです。 に聞いても が一

しち うことがあります。その は、

が られた発 ではできにくいなとか、

どうもそういう でこんな はし

ないん ないか、というように があっ

たら虐待を うことが になります。 
 例えば、ある子どもの っ たに きなア

がありました。その子が 1 人でいたので

「その っ たどうしたの」と聞きました。

そうしたらその子が「 しいパパが を っ

たんです」と言いました。そうしたら、 さ

んはどうされますか。ここで子どもが親から

の を えたわけですから、もう通告です。

親に確認する 要なんか もない。親に確認

しても「はいそうです」と言ってくれるは

もないし、「通告していいですか」と言って

「はいどう 」と言ってくれるは もないわ

けですから、親に したら通告できない。

親に確認 に通告すればいいんです。 
 

(5) わ た 理 の 事

 

や虐待が の 事だなんていう人は

とんどいなくなりました。でも、 虐待に

ついては、 現 などはもし っていたら

「 長の が をとらなき いけない」と

いうことを言って、現 の や の

先 がどんなに していても、通告を し

止めるようなことが、まだ われているとい

う現状があります。もし、その子が した

とか、 になったといったら、 、

通告を し止めてしまった の 理 の

になるわけですから、通告はためらわない

ということが重要です。 
それから「 」です。 の 例が

ち んでし う。あのお さんはよ ど

かった たいで、 も 育 会も児童相

も え上がり、法 手 に ると言われ

ると、こちらに 当 があるのに、 こうの

うが 当のように思ってしまった。 られ

ると、自分たちの 当 の が らい

う。アンケート開 の 意だって、 ち

んが かされたということを 育 会は認

していたけれども、 が っち ったか

ら開 しち った。 
そうやって親に を言われると、す す

と親 りになっていく。子どもがどんどん

られない状況というのが現 で作られてい

っているわけです。 たち 者、 人です

ら親に対する を 、 を言われると

12　自治研かながわ月報 2019年8月号（No.179）
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「そうですか」と 件を えなき いけなく

なる。そういう強 な人のパ ーが子どもに

けられたら、どれだけ子どもが いか。わ

れわれが えるような は、子どもにとっ

てはもっと しい なわけです。それに

対してなんで 人である たちが してしま

うのか。それが現実です。 
 
わ に 

の と の  

  
通告は、法律で 化されていますので、

間 っていても をされます。子どものこ

とを して通告したけれども、 の 、

「虐待 クトではありま んでした」

となっても、虐待通告をした人はなんら

を問われない。けれども、このことがあまり

していないです。間 った通告をしたら

を らされるん ないか、という発

を えないといけないですね。 
ある虐待 事例の をしたときに、そ

の子が くなるまでまったく がなかった

のかを、あちこち聞いて回ったんですが、や

っ り はある。子どもさんを っていた

のが されていたり、ア を作ってきたの

で「どうしたの」と聞いたら「パパにやられ

た」と子どもが言っていたというように、虐

待は分かっていたんです。では、 っていた

のにどうして通告しなかったのかを聞くと、

っかくお さんとの関 がよくできてきた

とこ なのに、通告したら親を 切ることに

なって親との関 が れるから、という回

でした。 
すなわち、通告しなき いけないことも

っていた。けれども、通告しない うがよい

と思っている人がいっ いいる、ということ

です。通告すると、この にマイナスにな

ってしまうと える 者は も いです。

しいと思っていると を こ ない

ですよね。子どもを るために通告しないと

を張って言う人たちに、通告をしてもらう

ような 発 も、自治 の の見 なの

でどんどんやっていって しいです。 
 子どもを に ることは、 でも

育 でも でも医療 関でも、 間で

はできないということを理 してもらう以

ないんですね。自分たちが関わってあげた

うが、通告するより だということは、あ

る意 りなんです。1 つの 関で子どもを

れると思っているからそういう発 になる。

そんなことはできないということをきちんと

発していかないといけない、ということに

なりますね。 
通告は 人 法の例 定に り、

意は不要です。 、第 者 が

止されているのが 人 法で、本

は、 意を るのが 人 の り いの原

になりますが、第 者 にし 、

にし 、 意をとらなくていい例 が 4
つ定められています。1 つ が法 で定めら

れているとき。2 つ が国 の 、 に

関 するとき。3 つ は およ 児童

の 育成に資するとき。4 つ が国や自治

の に するとき。虐待通告は、この

4 つす てに当てはまるので、 人

法には一切 しないんです。 
 そういった 本 な法律の も、

はもとより の中でも されていないと

いう現状があるので、ここをしっかりと

していただくことが非常に重要だと思います。 
[ 編集部] 

児童虐待防止法の「児童虐待の定 」 

第 2  この法律において、「児童虐待」とは、

者 親 を う者、 成年後見人その の者で、

児童を現に するものをいう。以下 。 がそ

の する児童 に たない者をいう。以下

。 について う に げる をいう。 以

下 。  

子どもの虐待を防げ　13
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2019 年 6 月 25 日神奈川 地 化会館において 2019 年 第 1 回定例研究会が開催され、

法人日中 者 ン ー理事の 沢一 氏より「 国人 者受け れの現状と 題

を える」をテーマに 告をいただいた。以下は、当日の 告 をもとに編集部において原稿を

作成し、 沢氏が したものである。 
 
はじめに  

 
2018 年 6 月まで神奈川 地方自治研究

ン ーの理事長を め、その後 7 月から

法人日中 者 ン ーにお世

になっています。理事は 部で 15 人、常

理事 7 人の一人として、 部の

事も 当しております。 
日は、 国人 者の たな 資 の

「特定 」を中 に をということですの

で、まだ一年の経 ですが、お をさ てい

ただきます。事実関 では、 の 手な思い

の部分もあると思いますが、 くだ

さい。 
ま 、特定 については、 年 12 月に

法 され、 年の 4 月 1 日より、 しい

「 国 理 認定法 法 」で

の 国人材受け れとして施 されています。

まだ本 に いていないというのが現状で

すが、 までとの きな いは、「 な人

手不 き手不 」の対 策としての、

国人材 国人 者の受け れであること

です。 
国人材 国人 者を受け れるため

の 資

日本

に す

る 国人

は らか

の 資

が

要 は、

これまで

「高

」 
「 人 識 国 」「特定 」

「 実 」でしたが、それに、「特定

」が わりました。まだ、実施されたばか

りで「特定 」で 国した 国人材は め

て少ない現状です。 
の では、 から 実 を受け

れていて、その数は単年 で 500 人から

600 人 らいです。3 年の ですから わ

て 1,500 人くらいになります。 年から 3
実 資 の 2 年 が まり

ましたが、まだ少数です。 の は

実 の受 理 と言えます。 
それに えて特定 ということで、4 月

2019 年 第 1回定 研究会（2019 年 6 月 25 日） 

 

の を  

～ 実 の た こと～ 

 

法人日 ン ー 理事   

 
写真 

【参考資料】

平成29年度児童相談所での虐待相談の内容別件数（厚生労働省公表）

児 童 相 談 所 で の 児 童 虐 待 相 談 対 応 件 数とその推移

１．平成29年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数
平成29年度中に、全国210か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は133,778件（速報値）で、過去最多。
※ 対前年度比109.1％（11,203件の増加）

※ 相談対応件数とは、平成29年度中に児童相談所が相談を受け、援助方針会議の結果により指導や措置等を行った件数。
※ 平成29年度の件数は、速報値のため今後変更があり得る

２．児童虐待相談対応件数の推移

３．主な増加要因
○ 心理的虐待に係る相談対応件数の増加（平成28年度：63,186件→平成29年度：72,197件（＋9,011件））
○ 警察等からの通告の増加（平成28年度：54,812件→平成29年度：66,055件（＋11,243件））

（平成28年度と比して児童虐待相談対応件数が大幅に増加した自治体からの聞き取り）

○ 心理的虐待が増加した要因として、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案（面前ＤＶ）について、
警察からの通告が増加。

注）平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

年　度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度

（速報値）

件　数 42,664 44,211 56,384 59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,575 133,778

対前年度比 105.0% 103.6% 　-　 　-　 111.3% 110.6% 120.5% 116.1% 118.7% 109.1%

１）注
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出所：厚生労働省公表資料

出所：厚生労働省公表データをもとに編集部にて作成
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2019 年 6 月 25 日神奈川 地 化会館において 2019 年 第 1 回定例研究会が開催され、

法人日中 者 ン ー理事の 沢一 氏より「 国人 者受け れの現状と 題

を える」をテーマに 告をいただいた。以下は、当日の 告 をもとに編集部において原稿を

作成し、 沢氏が したものである。 
 
はじめに  

 
2018 年 6 月まで神奈川 地方自治研究

ン ーの理事長を め、その後 7 月から

法人日中 者 ン ーにお世

になっています。理事は 部で 15 人、常

理事 7 人の一人として、 部の

事も 当しております。 
日は、 国人 者の たな 資 の

「特定 」を中 に をということですの

で、まだ一年の経 ですが、お をさ てい

ただきます。事実関 では、 の 手な思い

の部分もあると思いますが、 くだ

さい。 
ま 、特定 については、 年 12 月に

法 され、 年の 4 月 1 日より、 しい

「 国 理 認定法 法 」で

の 国人材受け れとして施 されています。

まだ本 に いていないというのが現状で

すが、 までとの きな いは、「 な人

手不 き手不 」の対 策としての、

国人材 国人 者の受け れであること

です。 
国人材 国人 者を受け れるため

の 資

日本

に す

る 国人

は らか

の 資

が

要 は、

これまで

「高

」 
「 人 識 国 」「特定 」

「 実 」でしたが、それに、「特定

」が わりました。まだ、実施されたばか

りで「特定 」で 国した 国人材は め

て少ない現状です。 
の では、 から 実 を受け

れていて、その数は単年 で 500 人から

600 人 らいです。3 年の ですから わ

て 1,500 人くらいになります。 年から 3
実 資 の 2 年 が まり

ましたが、まだ少数です。 の は

実 の受 理 と言えます。 
それに えて特定 ということで、4 月

2019 年 第 1回定 研究会（2019 年 6 月 25 日） 

 

の を  

～ 実 の た こと～ 

 

法人日 ン ー 理事   

 
写真 
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1 日から特定 の 関の が

まりました。受 の でどう対 するか

の がある中、特に 実 3 年を え

た後、特定 に「 」で れるという

があり、当 でも、受 や当

実 からの に えていか るを な

いので、 関の をするため、

国 理 に を して、 を受け

ているとこ です。 資 3  
 
１． 人 に わる  

 

(1) め る  
 月 自治研 の 年の 5 月 では「 国

人 者との を して」をテーマに、

この問題についてい んな方が っておりま

す。この中でも言われていますが、もう、

国人 者を きに日本の国は成り たない、

そうした状況下にあることが 発 と思いま

す。この特集の中では、やはり として

者として 国人 者が成り っていく。

そのことに自治 として、自治 者とし

て、あるいは地 としてどう関わっていくの

かが、現状と 後の 題を えるテーマにな

っていると思います。 
 
(2)日 ン ーの  

この問題を 自 の関わっているとこ か

ら えたいと思います。日中 者 ン

ーは 30 年間にわたり、中国を中 とした

アジア 国の国 との を に

り んできました。当 は、中 国 工会

中国のナ ナル ン ー の要 を受け

て、 、 、経済 などの

により 法人日中 者 ン ーと

して、 をされました。理事長は の

長の さんでした。 と

いうのは の ですし、 とい

うのは です。経済 は、その

に関連している と聞いており

ます。とにかく日中 を めることで ま

りました。まだ日中の国 常化から数年し

か経ておら が んでいない で

す。日本 を える を うということ

で、日 の に高 、中 の国 の の

者で日本 の資 を っている方を

ンテ ア なかたちで中国の に っ

た。そこで日本 を えていくというのが

のス ートと聞いています。 
それから 者の へいということを

自の事 としてやっていく中で、研

がつくられ、受 に をすることになり

ました。そこで「 者 ン ー」に

をし、事 を め、 実 へと

中で、2014 年には受 れの研 実

がトー ルで 1 5,000 人を えました。

しかし、実 が 減した もあります。1
つは ーマン クです。 そのものが

をしたということ。それから 日本

の後、中国、 トナ を中 に日本に く

ことをためらうことがあって減ったという経

があります。 
にとって、実 受 は、 要な事

となっておりましたので、 が 年か いて

だったという も聞いております。 日

には少し 定した中で 実 を受 れ

ています。当 、中国から めたわけですが、

トナ との二国間 定が成 し、現 は日

本に ている 実 は、 でも当

でも、 トナ からが一 くなっています。 
 
( ) 実 の  

実 の受 理 としての事 は、

どういうかたちになっているのかということ

ですが、受 理 事 は、

の を て っています。この の

に関する状況は、法 発 の 2018 年、

年の 国 理に関わる では、

16　自治研かながわ月報 2019年8月号（No.179）
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国人 数が 240 人。そして国 だと

中国 76 人。 国 44 9,000 人です。

くことのできる 資 の中で、 実 と

いうのは 32 8,000 人であり、かなり く

なっています。神奈川 の 国人数は

で 21 8,000 人となっています。 
実 の 題となると、「不法 」や

「 」の問題があります。とりわけ国会で

も問題となる中で、2017 年から 2018 年の

9 月までを対象とした を法 が発

しています。 
というのは、 として したとの

となりますが、 実 が や

から 方不 になることから まります。そ

の理 は、 くはより高い の 事を め

てとなっています。しかし、 と な

件から れるためとの言われ方もして

います。現実には な理 が っています

が、 なのは、手 きをする ー ーが

することです。 実 は、認定され

た 実 に いて実 する

のですが、 、 の はできま ん。

「もっと げる 事があるよ」の いで

ー ーが しているのです。その く先は、

さらに な であったり、 くことので

きない 関 であったりします。そして、

不法 者となってしまいます。 ですと、

ですか、3 年で 1,500 人もの

「 方不 」が ているとの がありまし

た。これは、 実 ではなく、 の

資 で 国し、 される「特定 」とし

ての 28 間以 のアル イトで、「沢山

」ことを めた だと言えます。受け

れる と り す 方に、そのことを

して けをする い人間がいるというこ

とだと思います。 
たちの でも、年 600 人の 国実

のうち、1 人か 2 人の 方不 者が ます。 
その対策に を れていますが、 し 関、

受 理 、受 が、 実 の

定した状 くりと、 ミ ケー ンを

分にとることで防いでいます。 
しかし、中には、 めからそういう で

国している。あるいは されたのかも分か

りま んが、 する人たちがいるというこ

とも事実です。 
 
． 実 る法  

 
に、国会でも問題になりましたが、

実 の が、一 日本人の より

も いと言われます。 ある 実 法は

2016 年の 6 月に法律が通って、2017 年 11
月に施 されたものです。2017 年 11 月以

国した 実 は の法律に く、

法 者で、それ以 の人は 法 者と

言われます。 法では「 国 理

認定法」の中の 資 の一部でしたが、

法の下に、 実 法が されました。

「 国人の 実 の な実施 実

の に関する法律」、 実 を

するための法律だということです。 
実 法 定の には、1 つはア

国 の「人 告 」が日本につい

て、「きわめて人 の いの い国であ

る」との 告を 数年 していました。 告

は、 にも れていましたが、日本

としては法 定としてあらわさ るを な

かったのです。また、国連の人 会の中

では「 による 実 を 止して

とす きだ」と 告がされています。

も法 定 るを なかったのです。 
どちらにしても、 実 の をしな

ければいけないという が 確になりまし

た。1993 年 のしく で、 に 実

が ってきたこ は、 法の もな

ければ社会 の もなかったという状況

でした。2010 年にやっと で 法

外国人労働者受け入れの現状と課題を考える　17
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が めて され、その後、社会 の関

についてもきちんと が発 するとい

うようになってきたということです。 
かなり な 件の中で長 間 の

研 、実 が 法の もなく かさ

れてきたことが、国 から されてきま

した。日本 連 会なども も を

したりしておりますし、 関 も い

ています。 もい んなかたちで い

た として、2016 年の 実 の

を に ち した法律 定に っています。 
 
． 実 と 定 との

 

(1)法の の  

実 法の から 1 年しか経ってい

ない 2018 年の 12 月に、「特定 」の

が られたわけです。これには 、ある

いは 、連 も 対したのですが、強

により法律が通って 2019 年 4 月から

施 されました。 
法律の で、 確に うのは です。

実 法には、人材育成も めて、日本の

「 識の を通 た国

」が、 として されています。 
しかし、その 年後には「 化する人手

不 への対 のため」に、「特定 」の

が られた。 実 のときは「

としてこの を ってはいけない」という

でしたが、 回は「人手不 のために

国から 者を れる」ことを としてい

るということです。 
それから資 な問題では、特定 の

は「相当 の 識または経 」があるも

のということなので、 ような 事をして

いた経 と 識が められ、その は

によるとしたのです。また、 が

者を することができるので、 に

していれば、 の関連 からの や

からの が です。もう一つの

件は、日本 の問題で、 の は

4 本 な日本 を理 できる ル

とされていますが、その は 確となってい

るとは言えま ん。 は、国 6
国 で われます。国 は、 以 の実

施となっています。 
者以 に、 実 年間

の実 を に えた者 定

者 は、 で特定 の 資 を認

定するとなっていますので、現実 には、そ

うした れになることも 定できます。

実 の は、90 以上が受 理

の 理で されています。 方不 防

止でも言いましたが、受 理

関ではなく の関 は重要だと えます。 
 
(2) の ル イト（ 定 ） 

特定 の は 、日本

を で確認します。日本での は、

テル関 の第 回が日本で われましたが、

した 分 らいしか を受けに なか

った。その後、 もやりました。

の 率と聞いています。その くは、

の資 で っている 国人が 数受け

に たと聞いております。 
くの ン で、 く 国人と 会いま

すが、その くは アル イトだと言わ

れます。要するに として日本 で

強し、さらに に けて 日してい

るということですが、 て き を めて

ているのも事実だと思います。 資 の

「 」でありますが、この 資 では

「特定 」というのが認められていて、

28 間まではアル イトをしていいとなっ

ています。そのことを して、日本

そのものがアル イト先も めて 国現地で

集をかけている。「うちに ればこういう

アル イトがあります。 も げて い

18　自治研かながわ月報 2019年8月号（No.179）
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も ますよ」と。そして日本 も 強すれば

に 1 ンク上が める、と現地の 集

関が めているとも聞いています。 
 
( ) との め 

関については、 国 の また

は認定を受けた 関ですが、 実 の

、 国の と日本の が、二国間 定

り め を んでいます。その中では

関を 確にしています。 関は

国での 者の 集 関で、きちんと国の

認 を受けた でなければいけないという

ことです。 どもの では、中国 の

は が作った 関との関 から まり、

現 はその付 の会社となっています。 ト

ナ でも国がそれ れ付 関として

を作り、その認定 関 国の 関 の

した と関 を作ってきています。 は、

中国も トナ の も 化となって

います。 
この二国間の り めでは、 かくい ん

な り めが われています。それは の

問題で るとこ もありますし、あるいは受

れた 実 の の問題についての

り めもあります。例えば、 関として

実 を る に、ま 現地で日本

の 育をしなければいけないということは日

本 との り めになっています。少なく

とも 3 ～ 6 月は現地で 育すること、そ

して日本に ってきて日本国 で 1 月の日

本 の 育と わ て、日本の やルール、

通ルール、日本の 法 などについても、

講 間を めて実施し、その後 に

された に、 できる日本 と 識が に

付いていることを としているのです。 
中国と い、 トナ では、 を らな

いので、より長 の日本 研 を っていま

す。それ れの 関が研 を ってい

て研 をしていますが、研 によって日本

の の が ている現実もあります。そ

して、日本の受 、あるいは受 理

は、国 での事 研 に対する の

をする り めもあります。日本 で 1 人に対

して 2 というような り めになって

いますし、受け れて日本で研 する の

月の として 3 を実 に

うという り めもあります。また に対

しては、 や について 2 以上

の を ってはだめという り めもあり

ます。これは二国間の り めとしているこ

とで らなければいけないのです。 
そして、 実 を受 れるのには、

国人 実 国がつくった に、

受 は 実 を し、認定を受

けることが となります。認定 には、

実 の 、実 間の実 予定 、

、 件 、 の を実 人

つ作らなければなりま ん。また、この

の中に、 の 、 している

の 人当たり4 5 米以上 また、

の 状況なども しなければなりま

ん。そして、 実 の認定をもらうの

です。その認定が下りた で から

が下りるというかたちです。 
に 集をかけてから、実 に 実

が日本に 国するまでの 間は 年 くに

なります。 年以上かかるのもありますが、

それが実 です。 すことに を っ

た 関と、受け れることに を っ

た 理 がやっているから成 していると

いうことです。 
 
( )  

しい の「特定 」では 関は

ありま ん。 が 国に って、 集

をかけて集まった人が、 に に して

いる、また、 を受け、 すれば、

うことができます。 
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集は現地の 集 、 に

をすることもできます。ここに、 ー

ーが することが されています。 
、特定 で二国間 り めが ばれて

いる国というのはまだいくつもありま ん。

トナ とも中国ともまだ ていま ん。

それはこの 関の けを 確にす

き ー ー ということが、できる

り したい日本 の意見と うから

だと言われます。 
実 では、 関は をもって実

に対 する、 理するということになっ

ています。 トナ とは、 実 が日本

での実 の 間、1 人月 5,000 以上の 理

を トナ の 関に するという

り めが成 しています。当 これは、日本

の受 理 への 理 によって

は う、 理 による とともに、

人件 スト となります。 
また、 の範 も り めの中に かく

あります。例えば 国した はどちらが

つとか、それから 国の経 はどちらが つ

とかいうような かいことがあります。どち

らかに があって らなければいけないと

いうことで 国する 、日本から る

は実 に さ る きではない、そう

いう になっています。お の問題ですか

らどこが つかということで、 アにやり

りをしているようです。 
特定 での二国間 り めが できて

いない トナ からも中国からも、現 で

は な 資 である特定 での

者を することはできま ん。また、日

本で から を受けることのできる、

関の も んでいない状況にあり

ます。 
 しかし、 は されているわけですか

ら、い れ くの特定 者が 後増え

てくることが予 されます。 の不 分さ

も め、国会では 年後の見 しが の

とされていますので、 後の状況を す

ることが められていると えます。 
 
(5) の 不  

実 法 法 に く認定 り し

の 分が 年 の間に 件か ています。 
受 が「実 認定を受けた 実

に って 実 を わ ていない」との

国人 実 の実地 で され、実

の認定 り しとされた例が、 件か

ました。これは、例えば、 の で

実 として された で、実 は

て作 をしていた さ られていた 例

です。 実 の認定が り されると

いうことは、 実 一人一人に認定が

ているのですから、その にいられなくな

る。 国か、 を えるかということにな

ってしまいます。 も 分を受けますが、

実 を るためには、受 理 が、

通りの を すかしかありま ん。

受 理 の は重 であります。 
また、受 理 が 分をされた例は、

国後の講 をきちんとしていなかったうえ、

の 国後実 の を ったことが

あげられます。 
さらに、 が、 実 から

の手数 を って、受 実 を めて、日本

の 理 に ク クや な 待をし

ていたなどがあります。 2019 年 3 月 24
日付 聞 これらの は、日本での認

定が下りない状況にあります。 
こうした例の通り、 実 のため

の が、 実 法 定以 にとられてい

ます。 
一方、 実 法から 1 年も経 に 定

された、特定 の 者には、現 のとこ

こうした のための は きま ん。そ

れが、 きな 題としてあります。 
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実 と特定 とでは、日本の 者

として 法の 、社会 の と

に見えますが、 く うのが、 ができる

ことにあります。そもそも、特定 は、14
分 の が対象となっています。

実 の は、 は原 不 で、例えば

1 つの で 国した人は っとその

に されます。もし くとして

も 確な理 があって、1 年 から

2 年 に する 、 の の

に わることだけで、それは 理 が

を って を すということで と

なっているだけです。 とこ も 実

は が を つということになってい

ます。特定 は自分で す、 に も

えることができるということになります。 
この間、単純 者を れるのか れない

のかということが きな としてありまし

た。連 も単純 者を れることには 対

でした。それ自 にはい い があると

思いますけれど、 もそういうことではな

く、人材育成とか研 、あるいは の

をさ るという、言い なことをやってき

たわけです。しかし、人手不 を うための

が、日本経 連や日本商工会 の要

で強 で作られてしまったのです。 
 

． に る  

 

(1) 会に る  

回は人手不 ということで一定の

をやるだけの受 れですが、受 れ先は

14 分 の 分 しか けま ん。

では 、ク ー ン 、経 で

は 材 、 、 気 子 、

国 では 、 工 、自

、 では 、 、

、 などそれ れの が

ついてきます。 

これらの 分 とに、それ れの

のもと分 会を作る。 まで

の をさらに 1 つにまとめていくと

いうのは、 めて 治 な意 が きいので

はないかと言われています。 までも

の 会とか 会とかたくさんあって、

それらが くことによって、受 れの分 が

まったり、受 れ見 数が まったりし

てきたのが事実であります。 
が 一した対 を っていないとこ

は されているということがあります。例え

ば、 から手が る ど人が しいというの

が、 通 で、1 の 実 だけを

っている。つまり 1 年だけの 実 を

受 れているのが、現状です。 
人手によってしかできないという のか

なりの部分が 国人 者が わ るを な

い現状から、 後も は わらないと

言えます。 
 
(2) 実 定

のルート 

「特定 1 での 国人材受 れ」に

は、2 つのルートがあります。 ルートは

日本で、あるいは 6 国でやると言っ

ています。この を受けて すれば日本

に 国することができます。 
もう 1 つのルートは、 実 ルートと

いうことで、 実 2 者から「特

定 1 」へということになっています。

資 2  
実 1 というのは の 1 年間で、

6 月を ぎて 定 を受けます。

にある 開発 ン ーで 定 を

やっています。日本人を対象とした 定

は、3 から まるのですが、その下に 国

人実 のために という をやって

います。 と実 がありますが、 の

に受からないと 1 年で ってください

外国人労働者受け入れの現状と課題を考える　21
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ということになります。3 年いるつもりで意

気 んでくるわけですから 1 年で る

になっては るので、 と 2 回ある

の中で受からなければなりま ん。 
そして の に受かると、 の 2

年間の 実 2 に できます。 2
年経 した後に は 定 3 の

を受けなければなりま ん。3 の は

しくて、日本人の は工 高 ま

でに 3 を る、 たいなことでしたから、

日本 の きがかなり んでいないと

れないので、 実 は実 だけでいいと

いうことになっています。 
日本人の 定 というのは年に 2 回

らいの実施ですが、 実 が くな

ってきていますから とも をやっ

ています。3 は受 することが と

なっており、 は問われ に、 年間の

実 間は できます。しかし、それに

受かれば は、 実 3 という い

になり、あと 2 年間実 ができます。それ

から、 実 2 をきちんと え、3
も受かっているということであれば、特定

は 件、 でいいということにな

っています。 
実 2 から特定 1 というか

たちで と 部で 年間 ス 年間、

年間ですね。 実 3 から特定 1
に めば、 部で 10 年ということになりま

す。 中 1 月以上の 国というのが 3 年

と 4 年 の間に っています。な 1 月

以上の 国がここに っているかというと、

げていって 10 年を えると、 で

を えなくてはいけないというのがあ

るからです。それに しないために 10 年

を えさ ない となっています。1 月

っていればそこで 間が トされると

いうことで 国があると聞いています。 
特定 はおそらく 実 ルートという

ことで ってくる人が っと くなるのでは

ないかと思います。 
 

( ) 人 の 会 は 

なおかつ言われていますのが、社会 の

問題です。40 を ぎると も れ

ますが、少なくとも 30 らいまでの

人しか 実 では ないです。20 代が中

ですね。18 以上ですから 40 に 達し

てまだ 実 をやっているという人は

とんどいないのですが、あり ない状 にな

っているようであります。 
そういう なからくりがですが、10 年間

日本で けるのです。その先の特定 2
は、まだ かいことが てきておりま ん

が、そうするとさらに 5 年いられる。

を呼 ますよとかい んなことが言われてい

ます。 たな も えられているよう

ですので、これはこれでまた、 るいにかけ

て、 国人 者の をしていこうという

ことなのかもしれま ん。 
社会 は、1981 年の「 の地 に関

する 」の を に、 法な 資

のある 国人に対して されています。

の例で言うと、 実 では 国して

1 月は国 で研 に りますから、そのと

きは 法人国 人材研 が

会社と イア して をやっている

に が って します。ですか

ら、 の 1 月はこの に っている

と 10 付で、医療 関に っても

ということになっています。 
それから に ると の に

する。そこに することで の問

題は されます。そして、 は 3
ですけれども、その 3 分もそ

の から 付されます。実 は、医療

は というようなことになっています。実

その手 きも 理 経 でやっています
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からかなりの 付が ています。 
それから年 の うですけれども、

には 実 として 36 月、その間講

で 1 月ありますから 35 月 の

いをすることで、 年 の 月以上の 国

に 手 きをとり、30 月分は 付

が一 として ってくるという になっ

ています。ただし 1 月 っても会社を

にそこから 年 しても一 付

の 高月、36 月分しか 付できないとの

があります。 が 年 に する

ということで されています。 年 の

は ち しということになります。

不 分なとこ もありますが、実 の 国

人 者の という意 では現 は、社会

は していると言えます。 
 

に 

 
実 については、2017 年 11

月から しい法律のもとでの になったの

にも関わら 、まだ 国人 者にとっては

が いとの現実があると思います。 も

回か が 集をかけた中国や トナ の

人の までの間に う に しました。

の中でやっ り聞くのは「な 日本に

くのですか」ということと、「日本について

どんなことを思っていますか」ということで

す。「日本に く は ですか」との 問

をします。 
日本に く理 は、1 つは日本の 化に

れたいなどと えますが、もう 1 つは、現

実 に日本に くことによって の経済を

したいとか、子どもの 育のためにお

を ぎに きたいという えは ってき

ます。 の を聞くと、その

は、だいたい 3 年間で 250 から 300
らいと えているようです。そういう

えです。 国での現 の手 りはいくらか

のアンケートがあって、20 代の人で中国で

は日本 で月 6 から 7 らいで

す。 トナ だと月 2 5,000 らい

です。 トナ の は で月 4
らいです。 
年実 を えて ったら をしたいかと

いうと、「日本 をきちんと えて日

に めたい。」「日本 の通 をめ した

い。」「日本 が れるということが の

にとってす く だ。」ということも聞

きました。 
「 」というような言われ方もしま

したけれども、そういう現実に対しての

というのはあまり っていない たいでし

た。ただ、この特定 1 は日本の

が って、現地で 手に 集して が受か

っていれば されるということになり、そ

うなったときにどうなるのかなとの はい

んなとこ で言われています。 
に言ったように、 、日本の は

国人 者を きに成り たないというとこ

が 発 です。そして実 には自治 で、

あるいは地 で、 するために、どういう

ができるのかが重要だと思います。そう

いう意 では に きていくということをど

う できるのかが、日本の にも関わっ

ているのではないかと思います。特に、地 、

自治 、自治 者として えていく 要

があると えます。 
に きることをどう していくのかと

いう については、自治研 ン ーの や、

それ れの現 で しているという さん

も くいらっし いますので、一 にい ん

なことを えていきたいし、頑張っていきた

いという思いを し上げまして、 わりにし

たいと思います。ありがとう いました。 
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技
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籍・
転
職

原
則
不
可
。
た
だ
し
，実
習
実
施
者
の
倒
産
等
や
む
を
得
な
い
場
合
や
，２
号
か

ら
３
号
へ
の
移
行
時
は
転
籍
可
能

同
一
の
業
務
区
分
内
又
は
試
験
に
よ
り
そ
の
技
能
水
準
の
共
通
性
が
確
認
さ
れ
て
い

る
業
務
区
分
間
に
お
い
て
転
職
可
能

技
能
実
習
と
特
定
技
能
の
制
度
比
較
（
概
要
）

※
出
所
：
出
入
国
在
留
管
理
庁
H
P
よ
り

資料 1

24　自治研かながわ月報 2019年8月号（No.179）



試 験 ル ー ト

日 本 語 能 力 判 定 テ ス ト 等

特 定 技 能 １ 号 評 価 試 験 等

試 験 合 格

技 能 実 習 ２ 号 修 了 者 1
年

2
年

3
年

1ヶ
月
以
上
の
帰
国

4
年

5
年

6
年

7
年

8
年

9
年

10
年

11
年

所 属 機 関 の 産 業 分 類 が 特 定 産 業 分 野 に 適 合

外 国 人 材 が 就 業 す る 業 務 が 業 務 区 分 職 種 に 適 合

特 定 技 能 雇 用 契 約 の 締 結

１ 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 作 成

地 方 出 入 国 在 留 管 理 局 へ 入 国 ・ 在 留 関 係 申 請

特 定 技 能 活 動 開 始

在 留 資 格 「 特 定 技 能 １ 号 」 取 得

上 陸 許 可 ・ 在 留 資 格 変 更 許 可

技 能 実 習 ル ー ト

特 定 技 能 外 国 人 材

受
入
れ
パ
タ
ー
ン
例

在
留
資
格「
特
定
技
能
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」で
の
外
国
人
材
の
受
入
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技
能
実
習
ル
ー
ト

試
験
ル
ー
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特
定
技
能

1
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定
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1
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定
技
能

1
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特
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特
定
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特
定
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能
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号

特
定
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号

特
定
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能
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号

特
定
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号

特
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能
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号

特
定
技
能
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号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

特
定
技
能

1
号

帰
国

帰
国

帰
国

在
留
資
格
「
特
定
技
能
1
号
」は

通
常
5
年
が
上
限

帰
国

帰
国

帰
国

※
出
所
：
出
入
国
在
留
管
理
庁
H
P
を
も
と
に
一
部
加
工

資料 2

外国人労働者受け入れの現状と課題を考える　25



１ 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切（例：報酬額が日本人と同等以上）
② 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
③ 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）
④ 外国人を支援する計画が適切（例：生活オリエンテーション等を含む）

２ 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行（例：報酬を適切に支払う）
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については，登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば１③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出
（注）①～③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか，出入国在留管理庁

から指導，改善命令等を受けることがある。

受入れ機関について

登録支援機関について

１ 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
② 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）

２ 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
（注）①②を怠ると登録を取り消されることがある。

出入国在留管理庁

登録支援
機関

受入れ
機関

外国人

届出
登録
・

登録抹消

指
導
助
言

指
導
助
言

届
出

指
導
助
言

立入検査
・

改善命令

雇
用
契
約

支援委託

届出

支援支援

制度概要 ②受入れ機関と登録支援機関について

特定技能１号のポイント
○ 在留期間：１年，６か月又は４か月ごとの更新，通
算で上限５年まで
○ 技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した
外国人は試験等免除）
○ 日本語能力水準：生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験
等免除）
○ 家族の帯同：基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能２号のポイント

○ 在留期間：３年，１年又は６か月ごとの更新
○ 技能水準：試験等で確認
○ 日本語能力水準：試験等での確認は不要
○ 家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者，子）
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向
けの在留資格

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野：介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，
建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業（14分野）

（特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可）

制度概要 ①在留資格について

【就労が認められる在留資格の技能水準】

専
門
的
・
技
術
的
分
野

非
専
門
的
・

非
技
術
的
分
野

「高度専門職（1号・2号）」
「教授」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「技能」等

「特定技能2号」

「特定技能1号」

「技能実習」

現行の在留資格 新たに創設する在留資格

資料３

※出所：出入国在留管理庁HPより
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　東京オリンピック・パラリンピック開催まで1年となった7月下旬、首都高の通行規制や企業の
時差出勤など、開催時を想定したさまざまな社会実験が行われていた。来年は五輪日程に合わせ
た休日変更もあり、7月23日からの4連休も予定されている。円滑な大会運営が「錦の御旗」に
掲げられ、社会一般の協力体制を当然とする風潮が、21世紀の先進国における出来事として腑に
落ちないのは私だけだろうか。首都高の交通規制は一般道の大渋滞を招来し、バスの運行や配送
業者等に大幅な遅延を発生させることとなった。社会経済活動を支える人々や国民の日常生活に
負担を強いてまで行われる五輪は、時代錯誤に思えてならない。ポスト東京五輪の都市問題も指
摘される今日、各方面への配慮を欠くことなく、未来につながる視点から今後の準備が進められ
ることを切に願っている。　

発 行 所 公 益 社 団 法 人  神 奈 川 県 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
発 行 人 佐　野　　　充 編集人 大　沢　宏　二   定価１部 500円
〒232－0022 横浜市南区高根町１－３ 神奈川県地域労働文化会館４Ｆ
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（谷本有美子）

巻頭言
　第20回自治研センター総会記念フォーラム「人口急増時代から減少期へ」を聞いた。
現場で働く人たちのデータ解析と実証・実体験に基づく素晴らしい報告で感動した。
　だが、人口減少と高齢化が提起する本当の問題は、その背後で共進する産業構造
の転換、というより産業「空洞化」にあると言っていい。1950年代後半、日本社会は、
重化学工業化による高度成長期に入り、神奈川県にはその心臓部である京浜工業地
帯が展開した。横浜や川崎の郊外は、京浜工業地帯で働く全国から集まった工場労
働者や技術者とその家族が住む住宅地となり、人口は急増する。
　1970年代初め、ドル・オイルの両ショックに見舞われるが、電子技術（ME）導
入によって産業構造転換（「軽薄短小」化）に成功、日本的経営に支えられ80年代
初頭自動車生産世界一、電子・電気機器では世界市場を席捲する等、Japan as No.1 
に上り詰めた。だが、産業「空洞化」に苦しむアメリカとの間で貿易摩擦が激化、
85年プラザ合意で円の対ドルレートが50%も切り上げられ、輸出競争力は急落。生
産の韓国・台湾への移転が始まる。
　冷戦が終結しバブルがはじけた90年代初頭、中国・インドがより一層の改革・開
放路線に転じ、盟主アメリカは経済再建政策に舵を切る。IT革命（インターネット
の商用利用開始）と第二次円高（1＄＝80円超）により生産の海外（中国）移転が本
格化し、京浜工業地帯の「空洞化」は一挙に進んだ。さらに、2000年代デジタル
（DX）化の進展と共に競争力を喪失した日本企業の凋落が始まる。半導体・液晶・
スマホ・AI・5Gと先端技術製品の主導権を次々に韓国・台湾・中国企業に奪われ、
IT革命を主導するプラットフォームは、米GAFA・中BATHに独占され、日本企業
はIT機器の部品供給下請けの位置に成り下がる。
　1989年（平成元年）世界企業トップ10には日本企業7社が名を連ね、産業競争力
はダントツの1位であった。それが30年後の2018年、30位に転落する。世界企業トッ
プ10にはもちろん、上位50社に入るのはトヨタ1社のみという惨状である。平成の
30年は、実に日本産業（重化学工業）凋落と、京浜工業地帯「空洞化」の30年であった。
　現在、神奈川県人口の微増を支えている横浜市臨海部や武蔵小杉に林立するタワー
マンションは、大半が工場跡地の再開発によるものであり、いわば京浜工業地帯「空
洞化」のシンボルに他ならない。そこに住む新住民は、東京都心に立地するIT企業
や金融、外資系コンサル会社で働くニューリッチだが、彼らも10年先の保証はない
不安定就業者である。
　2018年8月、経産省が「DXレポート」を出した。内容は「2025年日本企業の大
半のシステムは経年劣化し世界で通用しなくなる」という警告である。先進・新興
諸国企業のシステムは、90年代IT革命に合わせリニューアルしたが、長期不況下の
日本企業は旧システムの継ぎはぎ改良でしのいできた。今やIT予算の90%が補修費
で、このままでは落伍する。以来、システム転換は至上命令となり、ITセミナーや
展示会はどこも超満員の盛況である。
　一方、地方自治体の実態はどうか。1700ものばらばらのシステムで運営されてい
るにもかかわらず、危機感すらない状態にありはしないか。工場（安定雇用）減と
人口（若年労働者）減が税収を減らす一方で、高齢者増、経年劣化する設備・イン
フラは支出を増やす。こうした事態に、少ない自治体職員でどう対処するのか。自
治体のシステム転換は、民間企業に劣らず急務なのである。ビッグデータ分析の前に、
ビッグデータを収集・処理・利用可能にする新システムへの転換が求められている。
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【編集部より：6月号の訂正とお詫び】
　月報6月号で巻頭言執筆をいただいた小泉親昂さんの肩書部分（団体名）で一部記載を
欠落し、「特定非営利法人あゆみの会代表理事」〈誤記載〉と表記していました。
　正しくは「特定非営利活動法人あゆみの会代表理事」です。
　関係の皆様にお詫び申し上げるとともに訂正いたします。
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